いわき湯本温泉を起点としたインバウンド促進事業業務委託仕様書
【プロポーザル用】

１　業務委託の名称
　　いわき湯本温泉を起点としたインバウンド促進事業業務委託

２　目的
　　福島県の外国人宿泊客数が過去最高を更新している中、いわき湯本温泉を訪れる外国人観光客は多くなく、インバウンドを受け入れるための知識や経験が蓄積されていない状況にある。
　　そのため、本事業により、いわき湯本温泉の情報発信やインバウンド受入に向けた体制整備を行うことで、いわき湯本温泉を起点としたいわき市におけるインバウンドの受入促進を図る。

３　履行期間　　契約締結の日から令和９年３月２５日まで

４　委託業務の内容
(1) プロモーション事業
ア　訪日外国人観光客向けポータルサイトの作成
　　　　訪日外国人観光客向けに、いわき湯本温泉やいわき市内のサイクリングに関する情報を集約・一元化したポータルサイト（以下「ポータルサイト」という。）を作成すること。
　　　(ｱ) ポータルサイト全般について
　　　　・利用者が必要な情報を容易に把握できるよう、分かりやすい構成及び視認性に配慮したデザインとすること。
　　　　・レスポンシブウェブデザインとすること。
　　　　・多言語対応（日本語、英語、簡体字、繁体字）とすること。
　　　　・肖像権、著作権等の権利関係、掲載する施設の承諾について、必要な調整を行うこと。
(ｲ) 掲載コンテンツ
　　ポータルサイトには、主に以下のコンテンツを掲載すること。
また、サイクリングルートの掲載に当たっては、発注者が提示したルートを参考にするとともに、各ルートにおけるテーマや物語性を持たせた構成について、地域特性やターゲット層を考慮の上、受注者が企画立案すること。
なお、詳細については、発注者と受注者が協議の上、決定するものとする。
・いわき市内のサイクリングルート３本
　・サイクリングルート上の立ち寄りスポット１０か所以上
　・いわき市内のレンタサイクルに関する情報
　・いわき湯本温泉の旅館等に関する情報
・温泉の入浴方法やマナー
　・温泉の効能とサイクリングの関係性
※　上記の内容を踏まえ、ポータルサイトの構成、機能、デザイン等について提案すること。また、提示した内容に限らず、訪日外国人観光客向けの情報発信に有効と考えられる内容、機能等があれば、併せて提案すること。
(ｳ) セキュリティ対策等
・ポータルサイトの作成・管理に当たっては、福島県情報セキュリティポリシーと同等のセキュリティ対策を講じること。
・ＳＳＬ通信に必要な証明書を取得及び適用したサーバーを使用すること。
・本業務において使用する独自ドメインについては、発注者が管理主体となることを原則とし、登録名義及び管理方法は発注者の指示に従うものとする。
・受注者は、ドメインの有効期限及び更新管理を適切に行い、失効や第三者による不正取得が生じないよう、必要な措置を講じること。
・障害が発生した場合は、速やかに発注者に報告の上、迅速に対処すること。 また、障害の概要及び対応結果を報告すること。
・ウイルス、スパムメール等の悪意ある脅威について、被害を未然に防ぎ、 拡大を防止するために必要な措置を講ずること。
・ポータルサイトには正確かつ最新の情報を掲載するよう、適切に管理すること。
・セキュリティ対策について疑義が生じた事項は、発注者と受注者が協議の上、定めることとする。
(ｴ) その他
・サーバーは受注者が用意すること。
・ポータルサイトは他事業者でも運営保守が行えるようにすること。
・サーバー、ドメインについては、次年度以降の運用保守（他事業者によるものを含む。）が容易なものとなるようにすること。
・Google Chrome、Firefox、Microsoft edge、Safari、Android Chrome等のブラウザで閲覧できるようにすること。
・本仕様書で作成したポータルサイトは、発注者も編集できるようにすること。
・発注者や他事業者が編集するために必要なマニュアル等を作成すること。

　　イ　プロモーション動画の作成
　　　・いわき湯本温泉とサイクリングを組み合わせた３０秒から１分間のプロモーション動画を２本作成すること。
　　　・作成する動画については、多言語対応（日本語、英語、簡体字、繁体字）とすること。
　　　・作成した動画はポータルサイトに掲載するほか、発注者が二次活用できるよう、ＤＶＤ－Ｒ等の記録媒体により納品すること。

(2) 受入体制整備事業
ア　研修会・勉強会の開催
　　　　観光関連事業者に対し、インバウンド受入促進に向けた知見の向上、意識の醸成等を目的とした研修会・勉強会を開催すること。
　　　(ｱ) 対象者　　いわき湯本周辺の宿泊事業者、飲食店等
　　　(ｲ) 研修会・勉強会の内容
　　　　　※　いわき湯本温泉のインバウンド受入促進につながる内容について提案するほか、より多くの参加者を集めるための効果的な周知方法について提案すること。
(ｳ) 実施回数　　２回
　　　(ｴ) 実施場所　　いわき市内（対面開催）

イ　伴走支援
　　　　インバウンド受入に向けた環境整備を目的とし、以下の伴走支援を実施すること。
　　　(ｱ) 対象者
サイクリングコンテンツを活用したインバウンド受入の意向がある、いわき湯本温泉周辺の宿泊事業者を対象とし、伴走支援を受ける事業者（以下、「支援事業者」という。）については、発注者が選定することとする。
(ｲ) 支援事業者数　　３事業者
(ｳ) 支援期間　　　　４か月程度
(ｴ) 支援内容
　・支援事業者ごとにe-bike２台を導入し、e-bikeを活用した新規宿泊プランの造成やインバウンド受入に向けた支援を行うこと。
・支援に当たっては、専門家が支援事業者を訪問し、ヒアリングを通じて課
題を整理・抽出した上で、支援事業者と共に解決策を検討するとともに、定期的なフォローアップを実施すること。
・抽出された課題に応じ、委託金額の範囲内において、必要となる備品を導入すること。
・なお、必要となる備品の導入については、発注者と受注者が協議の上、決定するものとする。
　※　上記の内容を踏まえ、具体的な支援方法について提案すること。また、提示した内容に限らず、有効と考えられる支援内容がある場合は、併せて提案すること。

５　成果品
(1) ポータルサイト
(2) ポータルサイト編集マニュアル（紙及び電子データ）
(3) プロモーション動画（２本）
(4) 実績報告書（２部）

６　その他
(1) 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、発注者と受注者が協議の上、定めることとする。ただし、明示のない事項にあっても、社会通念上当然必要と思われるものについては、本業務に含まれるものとする。
(2) 委託料には、委託事業の実施に係る一切の費用を含むものとし、疑義が生じる場合には発注者と協議するものとする。
(3) 本業務において制作される成果品の著作権及び所有権は、すべて発注者に帰属するものとする。また、成果品は甲が二次的著作物を作成し、利用することができるものとする。

７　提出書類
　　業務委託契約書に定めるもののほか、発注者が必要と認めるものについて、発注者が指定する期日までに提出すること。
